
増殖指示に関する内水面漁場管理委員会の決定事項 

 

 

○ 「増殖指示の運用について」 

                （平成７年２月 13 日 第 156 回委員会決定） 

 

１ 増殖指示は、当該漁場において増殖すべき数量等の基準を示すものであって、

魚種ごとにこれを上回る増殖がなされなければならない。 

  ただし、やむを得ない事由により増殖方法の変更等を行う必要が生じたときは、

漁業協同組合は、その変更等の内容を委員会に報告し、その指示を受けるものと

する。 

２ 委員会事務局は、１のただし書きの報告があった場合は、会長に報告し、その

指示を受けるものとする。 

 

 

 

○ 「増殖指示量の決定方法等について」 

（平成 15 年 11 月 27 日 第 185 回委員会決定） 

 

１ 指示は、数量指示とし、補足的に各漁協の増殖目標金額を示す。 

２ 各魚種の標準種苗サイズ等の基準を明示する。 

３ 各魚種別の指示量は、増殖実績等を勘案して行い、増殖実績のない魚種につい

ても最低限の指示を行う。 

  ただし、今回の免許以降、全く実績のない魚種について、漁協から次回の免許

内容の中に漁業権魚種として入れない旨の申し出があった場合には、指示しない

こととする。 

４ 増殖目標金額の算出は、基準年を 5 年間（指示年の前々年度から 5 年間）とし、

その間の基準金額の最大値、最小値を除き算出する。 

５ 増殖目標金額の算出は、各基準年の指導事業収入のうち、組合員が負担した金

額に０．３５、その他の収入金額に０．４５を乗じて得た金額とする。 

６ 指示は、５年に一度とし、免許切替年度の翌年度からとする。 

７ 指示数量の下方修正が必要なときは、その都度委員会において協議を行う。 

 

資料 ５ 


